
令和５年度 

 

定　期　総　会　資　料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年４月２０日（木） 

 

紀の川市立竜門小学校体育館 

 

 

竜門地区幼児・児童教育振興会総会 

竜門小学校育友会総会 

１４：２０～１５：３０ 

 

竜門地区幼児・児童教育振興会 

 

竜 門 小 学 校 育 友 会 

 

この総会資料には、個人情報が含まれています。取り扱いには、ご注意下さい。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ○　竜門地区幼児・児童教育振興会々則              
              ○  竜門小学校育友会規約                          
　　　　　　　　　慶弔規定                                      
 

 

竜門地区幼児･児童教育振興会総会次第 

 

　　　　１　開　　会 

      　２　会長挨拶 

      　３　学校長挨拶 

      　４　職員紹介                                    　 

      　５　議長選出 

      　６　議　　事 

          ①　令和４年度会務・会計報告及び承認   　     　 

          ②　会計監査報告及び承認               　     　 

          ③　令和５年度役員承認                    　  　 

          ④　令和５年度事業計画案・予算案審議及び承認　　 

      　７　令和４年度会長退任挨拶 

      　８　令和５年度会長就任挨拶 

      　９　閉　　会

竜門小学校育友会総会次第 

 

　　　　 １  開　　会 

          ２   会長挨拶

          ３   議長選出

          ４   議　　事

            ①  令和４年度会務・会計報告及び承認  　         
            ②  会計監査報告及び承認                            
　　        ③  令和５年度役員承認                           
            ④  令和５年度事業計画案・予算案審議及び承認     
 

           ５　令和４年度会長退任挨拶

           ６　令和５年度会長就任挨拶

           ７　学校長挨拶



      令和４年度 会 務 報 告(案）   教育振興会   育友会 

月．日 曜 教 育 振 興 会 育  友  会 県･市PTA事業等 

４．14 
22 
 
28 

   
 

木 
金 
 
木 

 新旧役員会(19:00～) 
  
 
 定期総会 

 新旧役員会（20:00～） 
 龍門山登山（4～6年） 
遠足（1～3年） 

 授業参観（時間差で 
学級懇談会、修学旅行説明会 

 定期総会 
第１回役員会(19:00～) 

 

５． 7 
  10 

21 

土 
火 
土 
 

 

   リサイクル活動支援 

 通学路草刈作業  
 第１回広報委員会(19:00～) 
 第1回リサイクル活動 
 〔26（木）27（金）6年修学旅行〕 

 
＊市Ｐ総会・研修会 
〈中止〉<書面決議>  

６． 10 
 

金 
 

 

  

授業参観、学級懇談会、 
保護者学級  
給食試食会(1年生保護者)（中止） 
育友会親睦スポーツ大会（中止） 

 

７．19 
20 

   
中旬 

火 
水 

 

 

 

１学期末個人懇談会（第1日） 
１学期末個人懇談会（第2日） 

  〔20（水）･･･１学期終業式〕 
 広報紙「龍門」第121号発行 

 

     

８  18 
     

木 
 

保体委員会(19:00～)  
〔29（月）･･･２学期始業式〕 

 

９． 1 
10 

   30 

木 
土 
金 

第１回役員会(19:00～) 
 
 

 第２回役員会(20:00～) 
 通学路草刈作業・環境整備作業 
運動会準備作業（13:30～） 

 

10.  1  
土 秋季運動会後援 

秋季運動会 
〔21(金）22(土)5年宿泊学習〕 

 

11．  
    

24 

 
 
木 

     
 
 

学校開放月間 1日～30日 
学校保健委員会 
授業参観 学級懇談会  

 

12． 1 
     2 

22 
23 

木 
金 
木 
金 

 

 
 

第３回役員会(19:00～) 
マラソン大会 

 ２学期末個人懇談会（第1日） 
 ２学期末個人懇談会 (第2日) 
 〔23（金）･･･２学期終業式〕 

 

 

１． 
12 

    

 
木 

 
  〔10（火）･･･３学期始業式〕 
第２回広報委員会(19:00～) 

 
＊県Ｐ研修会 
（１/28 白浜） 

２． 4 
16 
17 

土 
木 
金 

 リサイクル活動支援 
 

第２回リサイクル活動 
新学校委員会 
授業参観、学級懇談会 

 

３． 2 
 

   中旬 
20  
23 
24 

木 
 
 
月 
木 
金 

第２回役員会(19:00～) 
会計監査 

  
  

 

 
 
広報紙「龍門」120号発行 
〔20（月）…卒業式〈来賓なし〉〕  
新旧役員引継会 (19:00） 
〔24（金）…修了式〕 

 

 

 

 



竜門地区幼児児童教育振興会

収入の部 （円）

項　　　 目 予算額 決算額 増減 備　　考

繰　越　金 2,488 2,488 0 令和3年度よりの繰越金

会　　　 費 150,000 150,000 0 区長会よりの会費

活　動　費 10,000 10,000 0 スクールサポーター助成金

寄　付　金 1 0 △ 1

雑　収　入 1 0 △ 1

合　　　 計 162,490 162,488 △ 2

支出の部

項　　　 目 予算額 決算額 増減 備　　考

会　議　費 5,000 3,744 △ 1,256 役員会飲料

通　信　費 6,000 6,010 10 役員会通信費　印刷用紙代等

活　動　費 10,000 10,000 0 スクールサポーター活動費

 行事補助費
 （小学校） 100,000 100,000 0 運動会等学校行事費用の補助

合同事業費 30,000 0 △ 30,000

慶　弔　費 6,000 8,000 2,000

予　備　費 5,490 0 △ 5,490

合　　　 計 162,490 127,754 △ 34,736

差引の部
収入総額 162,488 －　　　支出総額 127,754 ＝　34,734円

上記、差引残額を令和５年度へ繰り越します。

令和４年度　　　教育振興会決算報告（案）



決算額

328,429

80,000 振興会より振替

2

408,431

決算額

51,700

51,700

差引の部

＝　356,731

上記、差引残額を令和５年度へ繰り越します。

   収入総額　408,431　－　支出総額　51,700　

振　　　　　　替

支出の部

項 目 備　　　　　考

の ぼ り 旗 ・ 竿 旗５０枚、キャップ

合 計

繰 越 金 令和３年度よりの繰越金

雑 収 入 利息

合 計

令和４年度　教育振興会安全会決算報告(案)

竜門地区幼児・児童教育振興会

収入の部 （円）

項 目 備　　　　　考







予算額 決算額 増減

302,387 302,387 0

268,800 272,160 3,360

150,000 210,888 60,888

5,000 15,000 10,000

3 319 316

726,190 800,754 74,564

予算額 決算額 増減

28,000 7,661 △ 20,339

1 会議費 12,000 5,831 △ 6,169

2 事務費 16,000 1,830 △ 14,170

121,000 73,570 △ 47,430

1 委員会費 80,000 39,475 △ 40,525

2 保険料 18,000 14,630 △ 3,370

3 研修費 10,000 1,000 △ 9,000

4 慶弔費 10,000 16,000 6,000

5 分担金 3,000 2,465 △ 535

273,000 204,487 △ 68,513

1 各種研修費 3,000 0 △ 3,000

2 保体補助費 80,000 35,066 △ 44,934

3 奨学費 100,000 132,440 32,440

4 福祉費 30,000 32,585 2,585

5 学習援助費 60,000 4,396 △ 55,604

304,190 10,071 △ 294,119

726,190 295,789 △ 430,401

収入総額 ¥800,754 － 支出総額 ¥295,789 ＝ ¥504,965

※ ¥504,965 は、令和５年度育友会会計へ繰り越します。

利息他

１人在籍〔3,360×40=134,400円〕件
複数在籍〔5,040×18=90,720円〕件
教職員〔3,360×14=47,040円〕件

支出の部

項 目

雑 収 入

合 計

ご祝儀（区長会様）

収入の部

項 目

会 費

備　　　　　考

寄 付 金

援 助 費

育友会各種研修費用

令和４年度　育友会会計決算報告

補 助 金

繰 越 金

教育振興会行事補助　PTA助成金　河川愛護会補助金

飲料

紀の川市立竜門小学校育友会

運 営 費

連絡用封筒、切手代等

見舞金・香料など

備　　　　　考

差引の部

卒業アルバム補助、入学卒業記念品
など

マラソン大会参加賞等

夏休み作品郵送料など

運動会用品、参加賞など

事 業 費

合 計

予 備 費 卒業証書浄書代など

市Ｐ分担金

育友会事業飲料など

県Ｐ研修参加費

ＰＴＡ安全会費



（円）

項 目 決算額

繰 越 金 21,080

リサイクル活動 73,220

寄 付 金 17,004

リサイクル活動 4,800

補 助 金 10,000

リサイクル活動 66,020

合 計 192,124

項 目 決算額

5,467

3,294

22,695

420

1,264

1,100

3,724

合 計 37,964

差引の部

  収入総額 192,124 － 支出総額 37,964 ＝ ¥154,160

上記、差引残額を令和４年度育友会特別会計へ繰り越します。

スクサポ送料

備　　　　　考

マメトラ修理代

英語イアホンジャック

卒業アルバム学校用

スクールサポーター透明袋

ポケットティッシュ（スクサポ用）

スクサポ袋用布

３月ハマダ入金

支出の部

令和４年度　育友会特別会計決算報告(案）

収入の部

備　　　　　考

紀の川市立竜門小学校

令和３年度より繰越金

５月ハマダ入金

荒見区より

11月ハマダ入金

スクールサポーター補助金







　　　　　　令和５年度　事 業 計 画(案）   教育振興会   育友会 

月．日 曜 教 育 振 興 会 育　　友　　会 県･市PTA事業等

    ４．10 月  １学期始業式
        11 火  入学式 9:30～
    　　13 木  新旧役員会(19:00～)  新旧役員会（19:00～）

    14 金    龍門山登山（5.6年）秋葉山(3.4年) 
        粉河運動場（1.2年）(予備21日)　 

     20 木  定期総会  授業参観、学級懇談会、定期総会
 第１回役員会（19:00～）

５． 6 土    通学路草刈作業 7:30～ ＊市Ｐ総会・研修会 
   （予備日 7日(日) 7:30～） 　　(未定) 
　　 9 火    第１回広報委員会(19:00～) 

         〔11（木）12（金）6年修学旅行〕
     20 土  リサイクル活動支援  第1回リサイクル活動（7:30～）

〔28(日)29(月)５年宿泊学習〕

  ６．   育友会親睦スポーツ大会（未定）
 授業参観、学級懇談会 
 給食試食会(1年生保護者)

    ７．18 火  １学期末個人懇談会（第1日）     
    　  19 水  １学期末個人懇談会（第2日）
   　　20 木  １学期終業式

   中旬  広報紙「龍門」発行

    ８.  保体委員会(19:00～) 
        29 火  ２学期始業式

　　31 木  第１回役員会(19:00～)  第２回役員会(20:00～)

    ９． 9 土  通学路草刈作業・環境整備作業
         （予備日10日(日)　　7:30～）

    　  29 金  運動会準備作業（13:30～） 
　　30 土  秋季運動会後援  秋季運動会（雨天順延）

10.   学校保健安全委員会（未定）

11．   学校開放イベント後援  学校開放月間 ＊市P研修会（未定） 
　　  授業参観 保護者学級 

 学校開放イベント

12． 1 金   マラソン大会（予備日8日（金）） 
　　     第３回役員会(19:00～) 

        20 水  ２学期末個人懇談会（第1日）
       21 木  ２学期末個人懇談会 (第2日)

    22 金   ２学期終業式

１． 9 火  ３学期始業式 ＊県Ｐ研修会（未定）
 第２回広報委員会(19:00～)

   ２． 3 土  リサイクル活動支援  第２回リサイクル活動（7:30～）
     9 金  授業参観･学級懇談会 

    ３． 7 木  第２回役員会(19:00～)  
      未定   第４回役員会（19:00～）
       19 火   卒業式？
       21 木  新旧役員引継会 (19:00）

      22 金  修了式
    下旬  広報紙「龍門」発行



竜門地区幼児・児童教育振興会

収入の部 （円）

項　　　 目 前年度予算額 今年度予算額 増減 備　　考

繰　越　金 2,488 34,734 32,246 令和4年度よりの繰越金

会　　　 費 150,000 150,000 0 区長会よりの会費

活　動　費 10,000 10,000 0 スクールサポーター助成金

寄　付　金 1 1 0

雑　収　入 1 1 0 利息

合　　　 計 162,490 194,736 32,246

支出の部

項　　　 目 前年度予算額 今年度予算額 増減 備　　考

会　議　費 5,000 5,000 0 役員会飲料

通　信　費 6,000 7,000 1,000 役員会通信費　　印刷用紙代等

活　動　費 10,000 10,000 0 スクールサポーター活動費

 行事補助費 100,000 100,000 0 運動会等学校行事費用の補助

合同事業費 30,000 30,000 0 親睦スポーツ大会費用補助

慶　弔　費 6,000 8,000 2,000

予　備　費 5,490 34,736 29,246

合　　　 計 162,490 194,736 32,246

令和５年度　　　教育振興会予算（案）



前年度予算額本年度予算額 増減

302,387 504,965 202,578

268,800 288,960 20,160

150,000 150,000 0

5,000 5,000 0

3 3 0

726,190 948,928 222,738

前年度予算額本年度予算額 増減

28,000 28,000 0

1 会議費 12,000 12,000 0

2 事務費 16,000 16,000 0

121,000 121,000 0

1 委員会費 80,000 80,000 0

2 保険料 18,000 18,000 0

3 研修費 10,000 10,000 0

4 慶弔費 10,000 10,000 0

5 分担金 3,000 3,000 0

273,000 355,000 82,000

1 各種研修費 3,000 5,000 2,000

2 保体補助費 80,000 100,000 20,000

3 奨学費 100,000 120,000 20,000

4 福祉費 30,000 50,000 20,000

5 学習援助費 60,000 80,000 20,000

304,190 444,928 140,738

726,190 948,928 222,738

繰 越 金

合 計

運動会用品、参加賞など

卒業アルバム補助、入学卒業記念品な
ど

マラソン大会参加賞・パンジー苗代等

学校開放イベント、教材購入補助費など

県Ｐ研修会費用など

市Ｐ分担金

援 助 費

予 備 費

事 業 費

育友会事業飲料、育友会行事用消耗品など

備　　　　　考

補 助 金 教育振興会行事補助　PTA助成金

会 費

雑 収 入

寄 付 金

利息

県Ｐ安全会費

合 計

支出の部

項 目 備　　　　　考

運 営 費

飲料、印刷用紙など

封筒、切手、印刷用紙など

区長会よりご祝儀

１人在籍〔280×12×42件=141,120円〕
複数在籍〔420×12×20件×=100,800円〕
教職員〔280×12×14件=47,040円〕

令和5年度 育　友　会　予　算（案）

収入の部

紀の川市立竜門小学校育友会

項 目



竜門地区幼児・児童教育振興会々則 

 
　（名称及び事務局） 
第１条　本会は竜門地区幼児・児童教育振興会と称し、事務局を竜門小学校に置く。 
　（目的） 
第２条　本会は、関係機関の協力と指導を得て、幼児・児童教育の向上発展を図ることを目的とする。 
　（組織） 
第３条　本会は、竜門地区住民並びに竜門地区幼児・竜門小学校及び本会の趣旨に賛同する者をもって組

織する。                　　 
　（事業） 
第４条　本会は、その目的達成のために次の事業を行う。 
　１　竜門地区の幼児・児童教育に対する関心を高め、その知識を豊富にするための講演会及び研修会の

開催 
  ２　幼児・児童教育に関する参考図書の斡旋 
　３　幼児・児童教育の相談 
　４　その他、本会の目的達成に必要な事業に対する援助 
　（役員） 
第５条　本会に次の役員を置き、任期は１か年とする。但し、再任を妨げない。 
  １  会　　長　　１　名 
  ２  副 会 長    ２　名 
  ３  理　　事    若干名 
  ４  書記会計    １　名 
  ５  監　　査    ３　名 
　（会務） 
第６条　会長は、本会を代表し、会務を総轄する。 
　　２　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。 
　　３　理事は、会長の求めに応じ、本会の事業の企画運営に当たる。　　 
　　４　書記会計（事務局）は、本会の庶務会計を担当する。 
　　５　監査は、本会の会計監査を行う。 
　（役員の選出） 
第７条　役員の選出については、総会の承認を得るものとする。 
　（顧問） 
第８条　本会に顧問を置くことができる。 
　（会議） 
第９条　本会の会議は、総会及び役員会とする。総会は毎年１回４月に開催する。但し、要に応じて臨時

に開く。 
　　２　役員会は、必要に応じて開く。 
　　３　総会及び役員会は、会長が招集し、過半数の出席により成立する。 
　（議事） 
第10条　総会及び役員会に付議する事項は、次のとおりとする。 
　１　総会 
　　 (1) 事業計画、予算、決算に関すること。 
     (2) 会則の変更 
     (3) その他、役員会において必要と認めたこと。 
　２　役員会 
     (1) 総会に提出する議案の作成 
     (2) その他、本会の業務運営上必要な事項 
　（経費） 
第11条　本会の経費は、各大字からの会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。 
　（会計年度） 
第12条　本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 
 
　　　附則 
　この会則は、昭和４９年４月より施行する。 
              平成３１年４月一部改正　 



竜門小学校育友会規約 

 

　 第1章 総則 

第1条 本会は竜門小学校育友会とよび、事務局を小学校内におきます。 

第2条 本会の役員は次の通りです。 

 ・竜門小学校に在籍する児童の両親、保護者及び家族 

 ・本校に勤務する教職員 

 ・校区内に住み本会の趣旨に賛同する一般有志 

　 第2章 目的及び事業 

第3条 　 本会は学校・社会・家庭の三者が強力な一体となり、児童の福祉を増進し積極    

     　  的な民主教育を推進することを目的とします。 

第4条   本会は目的を達成するために次の事業を行います。 

 ・民主教育の推進に関すること 

 ・児童の福祉増進に関すること 

 ・学校の教育環境整備に関すること 

 ・会員の教養向上及び家庭生活、社会生活の刷新に関すること 

 ・その他教育振興に必要な事業と協力 

　 第3章 役員 

第5条  本会は次の役員及び委員をおきます。 

 ・会長 1名、副会長 2名（原則としてうち1名は女子） 

  書記会計 1名、会計監査 3名、学校委員（各地区2名） 

  地区委員（各班1名）、学級委員（各学級2名） 

第6条  役員及び委員の選出は次の方法で行います。 

 ・会長、副会長、会計監査は毎年4月に開く定例新旧役員会で選出し、総会で承認を受ける。 

 ・書記会計、顧問は会長が委嘱します。 

 ・学校委員は各地区の会員の中から、地区委員は各地区の班の会員の中から、学級委員は各学級　 　

　 　  の会員の中からそれぞれ選出します。 

第7条  本会の役員の任期は1カ年とし、再任を妨げません。 

第8条  本会の役員の任務は次の通りです。 

 ・会長は本会を代表し、会務を総理します。 

 ・副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は代行します。 

 ・書記会計は会の庶務を司り会計事務を処理します。 

 ・会計監査員は会計経理の監査を行います。 

 ・学校委員は事務局の仕事を助け会運営の相談に応じます。 

 ・地区委員は学校委員を助け、地域の会員がよく権利と義務を全うするように努めます。 

        ・学級委員は担任に協力し、学校行事等の相談に応じ学級運営に協力します。また会長の要請により役員

会に出席し、学校委員と共に運営にあたります。  

 ・顧問は会長の諮問に応じて枢要な事項に参与します。 



 第4章 会議 

第9条  本会の目的を達成するために次の会議をもちます。 

 ・総会 ・役員会 ・専門委員会 

第10条  各会議は構成員の2分の1以上の出席で成立し多数決で議決します。 

第11条  総会は本会の最高議決機関で毎年1回学年始めに開いて会員の2分の1の出席で

成立し、出席者の3分の2の賛同を得て本会の解散、会則の改正、決算の承認、予算

の審議及び新役員の承認を行います。 

        但し会長または会員の3分の2以上の要求により臨時に総会を開くことができます。 

第12条  役員会は総会に次ぐ決議機関で、第11条以外の必要事項を決議します。 

第13条  本会には会長が委嘱した委員で、次にかかげる専門委員会を組織し、専門的な事

業を計画、役員会に提案し承認を得て執行します。 

 ・学校委員会、地区委員会、学級委員会、広報委員会、研修委員会、保体委員会 

 第5章 会計 

第14条  本会の経費は会費及びその他の収入をもってこれにあてます。 

第15条  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わります。 

 第6章 褒賞 

第16条  会員で本会の発展に特に功績のあったもの及び育友会の本質をよく体して、社会

的事業に貢献したものは、役員会の決議により、総会において表彰します。 

 

 第7章 付則 

第17条  本規約は昭和５０年度より実施する。 

          本規約は平成２３年度より実施する。 

　        　　　　 平成30年4月24日一部改正 

 

 

 

 



竜門地区幼児・児童教育振興会　慶弔規定  

 

　標記のことについて、下記のとおり定める。 

 

１ 　見舞金 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　ア　本人３週間以上病気の場合（但し、入院の場合は即時）　　　　　　　　　　　

　　　　　　見舞金３，０００円をおくる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　イ　本人不慮の災害を受けた場合（但し、災害の状況による）　　　　　　　　　　

　　　　　　見舞金３，０００円をおくる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

２ 　弔慰 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　ア　本人死亡の場合、香料５，０００円をおくる。　　　　　　　　　　　　　　　 

　イ　両親・配偶者・子供等同居者死亡の場合、香料３，０００円をおくる。　　　　 

３ 　本規定の対象範囲は、教育振興会本部役員および竜門保育所・竜門小学校職員に

限る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

４ 　上記以外の事項については、教育振興会三役協議のうえ、決定する。　　　　　 

５ 　この規定により金品を受けた時は、その返礼をしない。　　　　　　　　　　　 

６ 　この規定の改正は、役員会に諮って決定する。　　　　　　　　　　　　　　　 

付 　則 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　この規定は、昭和５２年６月１日より実施する。　　　　　　　　　　　　　　　 

　この規定は、昭和５３年５月１日一部改正する。　　　　　　　　　　　　　　　　 

　この規定は、昭和５５年６月１１日一部改正する。　　　　　　　　　　　　　　　 

　この規定は、平成１０年５月１３日一部改正する。　　　　　　　　　　　　　　　

　この規定は、平成１６年４月１日一部改正する。　　　　　　　　　　　　　　　　

　この規定は、平成１７年３月１３日一部改正する。　　　　　　　　　　　　　　　　 

　この規定は、平成３１年４月２３日一部改正する。 



竜門小学校育友会慶弔規定  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　竜門小学校職員・児童及び保護者等の身上に関して事のあるときは、下記の規定により弔
いの意を表するものとする。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
◆　弔い及び見舞い（香料及び見舞金） 
 
１　学校職員 
 
 区　　分 香料及び見舞金等 備　　　考

    お通夜に参列
  死　　亡    樒（生花）一対 　（学校全職員・育友会三役）

  　　　または 葬儀に参列
 香料１０，０００円 　（学校全職員・育友会三役・学級児童・児童会代表） 

  入　　院  ３，０００円 それ相当の見舞い品でも可
 
２　学校職員の家族（同居者） 

区　　分 香料及び見舞金等 備　　　考
   同居者（両親・配偶者・子女）の場合

  死　　亡   香料５，０００円 通夜・葬儀に参列
　（学校全職員・育友会三役）

 
３　児　童 

区　　分 香料及び見舞金等 備　　　考
   お通夜に参列

  死　　亡    樒（生花）一対 　（学校全職員・育友会三役）
  　　　または 葬儀に参列

  香料１０，０００円 　（学校全職員・育友会三役・学級児童
　　　　　　　　　　地区児童全員・児童会代表）

  入　　院  ３，０００円 校長及び学級担任が見舞う
 
４　児童の両親・保護者 

区　　分 香料及び見舞金等 備　　　考
   お通夜に参列

  死　　亡    樒（生花）一対 　（校長・教頭・学級担任・育友会三役）
  　　　または 葬儀に参列

 香料１０，０００円 　（校長・教頭・学級担任・育友会三役・学級保護者
　　　　　　　　　　　　学級児童・児童会代表）

 
◆　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
☆上記以外の慶弔等については、その都度協議する。 
　　☆備考欄のお通夜・葬儀の参列については、それを原則とする。 
　　☆この慶弔に対しては、如何なる形、如何なる意味においても、返礼及びそれに相　　
　当する行為をしてはならない。 
　　☆この規定は、昭和５５年６月１１日より実施する。 
　　☆この規定は、平成３年４月１日一部改定する。 
　　☆この規定は、平成１６年１２月５日一部改定する。 
　　☆この規定は、平成２０年４月１２日一部改定する。 
    ☆この規定は、平成２１年４月１６日一部改定する。 


